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１ 区域区分の決定及び変更の手続 

（１） 手続フロー 

住民 県都市計画課 国土交通省等市町村

市町村関係各課

等との協議等

県原案の作成

九州地方整備局等

との下打合せ

（必要に応じて）

関係各課との下協議

公聴会

県案

九州地方整備局長

事前協議

他の行政機関との調整

異存ない旨の回答

案の公告・縦覧意見書の提出

県都市計画審議会

九州地方整備局長へ協議の申出 九州地方整備局長

他の行政機関との調整

都市計画決定

都市計画決定告示

回答

回答

県原案

（必要に応じて）

市町村関係各課

等との協議等

案の内容と
案の申出

県都市計画課との下協議

都§15の2①

都§16①

都§17①
都§17②

都§18①

都§20①

都§18①

都§23

都§18

都§18④

関係各課との下協議
国土交通省に関する事項は大臣

同意が必要な案件のみ対象

（必要に応じて開催）

図書の写しの送付及

び縦覧

都§20①②

住民意見の反映（説明会の開催等）

事前協議回答

事前協議

市町村の意見

（必要に応じて）

市町村都市計画審

議会

（必要に応じて）

市町村都市計画審

議会

（地域振興局等経由）

（地域振興局等経由）

計画説明会

説明会

協力依頼

基本的事項に
関する検討

基本的事項の作成

まちづくりの観点からの検討の依
頼・基本的事項の提示

基本的事項に関
する検討依頼
（意見照会）

基本的事項をもとに案の検討

（地域振興局等経由）

 

10・２ 区域区分制度の手続 
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10・2 区域区分制度の手続 

県の定める都市計画

県都市計
画課

地域振興
局等

事業者 市町村

基本的事項の作成 C-1

↓

基本的事項に
関する検討

C-2

↓

基本的事項を基に
案の検討

C-2

↓

市町村への依頼 C-3

↓

市町村関係課との
協議等

↓

事前協議 C-4

↓

県都市計画課との
下協議

C-6

↓

関係各課との下協
議

必要に応じ，県庁内関係課と協議
を行います。

↓

国道交通省との下
協議

国土交通大臣の同意が必要な案
件については，九州地方整備局と
下協議を行います。
（※軽易な変更の場合は不要）

↓

事前協議回答 C-5

↓

住民意見の反映等
説明会や広報紙，市町村都市計画
審議会等により，住民意見の反映
等を行います。

↓

案の内容となるべき
事項の申し出

§15の2① C-8 C-7
案の内容となるべき事項を申し出
ます。

↓

　基本的事項の提示がある都市計
画については，これを踏まえた上で
まちづくりの観点等から検討し，支
障がなければ立案し事前協議を行
います。

手続
根拠条文

（都市計画法）

様　式

備考

　県は，必要に応じ市町村に対し基
本的事項を提示し，まちづくりの主
体である市町村へ送付し，検討を
依頼します。
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県都市
計画課

地域振
興局等

事業者 市町村

県原案の作成 C-9
申し出を踏まえ，県原案を作成し
ます。

↓

協議回答

↓

国土交通省との事
前協議

C-10

国土交通大臣の同意が必要な案
件については，九州地方整備局
と事前協議を行います。
（※軽易な変更の場合は不要）

↓

事前協議回答

↓

公聴会の開催 §16①
C-11
～16

原則全ての案件について公聴会
を開催します。

↓

公聴会意見に対す
る見解の作成

C-17
～21

意見に対する見解を，市町村，土
木事務所等，事業者及び関係課
へ照会の上作成します。

↓

県案の策定 C-21
事前協議回答及び公聴会に対す
る見解を受け，縦覧に供する県案
を策定します。

↓

案の縦覧 §17①
C-22
～28

案の縦覧とあわせ，市町村への
意見照会を行います。

↓

市町村への意見照
会

§18① C-27 市町村へ意見照会を行います。

↓

意見書の提出 §17②

↓

意見書に対する見
解の作成

C-30
～33

↓

手続
根拠条文

（都市計画法）

様　式

備考
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県都市計
画課

地域振興
局務所等

事業者 市町村

県案の策定 C-33
意見書に対する見解を受け，県都
計審に付議する県案を策定しま
す。

↓

市町村の意見 §18① C-28

市町村への意見照会に対する回
答。
必要に応じて，市町村都市計画審
議会を開催します。
また，意見書の提出があった際に
は，これを踏まえた上で回答しま
す。

↓

県都市計画審議会 §18① C-35 県都市計画審議会へ付議します。

↓

国土交通省との協
議

§18③
C-36
～37

国土交通大臣の同意が必要な案
件については，九州地方整備局と
同意協議を行います。
（※軽易な変更の場合は不要）

↓

国土交通大臣の同
意

§18③

↓

都市計画の決定・変
更

§18① C-38
同意が必要なものは同意を受け
て，決定及び変更を行います。

↓

告示 §20①
C-38
～39

決定等について県公報により告示
します。

↓

図書の写しの送付 §20①
C-38
～42

九州地方整備局長及び関係市町
村に図書の写しを送付します。
（※軽易な変更の場合であっても，
送付は行います。）

↓

永久縦覧 §20②
県都市計画課及び市町村において
縦覧。

手続
根拠条文

（都市計画法）

様　式

備考
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番         号 
平成  年  月  日 

○○市（町） 
都市計画課長 殿 

鹿児島県土木部都市計画課長 印 
 

市街化区域及び市街化調整区域の区分に関する都市計画の見直し 
にあたっての基本的事項（案）について（照会） 

 
  標記について，基本的事項（案）を作成したので，貴市の意見を求めます。 
  修正意見等がある場合は，その根拠資料も併せて提示してください。 

２ 手続に係る様式 

以下の様式等のうち市町村に係るものについては，指定するものではなく，参考として示すものです。 

 

（１） 市街化区域及び市街化調整区域の区分に関する基本的事項（案）の送付 

都市計画基礎調査と，調査解析や都市計画の見直し検討を経て，県市町村間や九州地方整

備局・九州農政局との事前調整が整った後，県から基本的事項（案）を提示します。 

 

ア 送付 

Ｃ－１ 
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番         号 
令和  年  月  日 

鹿児島県土木部都市計画課長 殿 
                         ○○市（町）都市計画課長 印 
 

市街化区域及び市街化調整区域の区分に関する都市計画の見直し 
にあたっての基本的事項（案）について（回答） 

 
 令和  年  月  日付第   号で照会のあった標記の件につきましては，特に意

見はありません。 
※ 意見がある場合は，記載 

 

イ 回答 

Ｃ－２ 

 

 

ウ 市町村への協力依頼 

Ｃ－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番         号 
令和  年  月  日 

○○市（町）長 殿 
           

鹿児島県知事 ○○ ○○ 印 
 

○○都市計画区域 市街化区域及び市街化調整区域の区分に関する 
都市計画の見直しにあたっての基本的事項について（通知） 

 
 標記について，別紙のとおり通知します。 
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10・2 区域区分制度の手続 

（２） 都市計画の案の事前協議 

事前協議は，市町村にその実施が義務づけられるものではなく，市町村が都道府県が定める都市 

計画の案の内容となるべき事項を申し出る際，都市計画の事務処理を円滑に進めるため，市町村の 

判断により「必要に応じて任意に」行うものです。  

 

ア 事前協議 

Ｃ－４ 

※事前協議については，関係地域振興局等経由で申し出を行うものとします。 

※特別の調整を要する関係機関については，市町村発案の場合は市町村が，事事業者発案の場

合は事業者が，事前に協議・調整等を行ったうえで事前協議を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

番         号 
令和  年  月  日 

鹿児島県土木部都市計画課長 殿 
○○市（町）都市計画主管課長 印 

 
○○都市計画○○の決定（変更）について（事前協議） 

 
 下記の都市計画について，案を作成したので，あらかじめ審査くださるよう協議します。 

なお，鹿児島県の回答については，都市計画決定事務を円滑に処理する必要があります

ので，文書にて行われるようお願いします。 
 

記 
１ 都市計画の種類 
２ 都市計画を決定（変更）する土地の区域 
 
（添付書類） 
１ 計画書 
２ 総括図 
３ 計画図 
４ その他参考資料 
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イ 回答 

回答は，県都市計画課において，県庁内関係課等との下協議を行ったうえで行うこととします。 

また，あわせて都市計画法第１５条の２第２項の規定に基づき，市町村関係機関との協議及び住 

民意見等の集約を協力依頼します。 

Ｃ－５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都計第       号 
令和  年  月  日 

○○市（町）都市計画主管課長 殿 
鹿児島県土木部都市計画課長 印 

 
○○都市計画○○の決定（変更）について（事前協議回答） 

 
 令和  年  月  日付け第    号で協議のあった標記の件については，異存は

ありません。 
なお，この鹿児島県の回答は，回答の後に行われる手続きにより，都市計画の案が変更

されることを何ら妨げる趣旨でないことに留意してください。 
また，都市計画法第１５条の２第１項の規定に基づき，県の定める都市計画の案の内容

となるべき事項を申し出るにあたっては，当該都市計画が個人の権利等の制限を伴うこと

に鑑み，貴市（町）における関係機関及び住民の意見等を集約した上で申し出ていただき

ますようお願いします。 



 

  
10-2-9

10・2 区域区分制度の手続 

ウ 進達（地域振興局等） 

Ｃ－６ 

※関係地域振興局等は，市町村から協議の申し出があった際には，内容を審査の上，県都市計画課

へ進達するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 
都市計画課長 殿 

○○地域振興局建設部長 
 

○○都市計画○○の決定（変更）の事前協議について（進達） 
 
 このことについて，別添のとおり○○市（町）から協議書が提出されましたので，下記

意見を付して進達します。 
記 

１ 都市計画の種類 
２ 都市計画を定める土地の区域 
３ 内容に対する意見 
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10・2 区域区分制度の手続 

（３） 都市計画の案の内容となるべき事項の申し出 

案の申し出は，法第１５条の２第１項の規定に基づき，市町村が都道府県が定める都市計画の案

の内容となるべき事項を申し出る場合に行うものです。 

ア 申出 

Ｃ－７ 

※案の内容となるべき事項の申し出については，関係地域振興局等経由で行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番         号 
令和  年  月  日 

 
 鹿児島県知事 殿 

          
 ○○市（町）長 印 

 
○○都市計画○○の決定（変更）について（申出） 

 
 標記について，都市計画法第１５条の２第１項の規定により，県が定める都市計画の案の

内容となるべき事項を申し出ます。 
 

記 
１ 都市計画の種類 
２ 都市計画を決定（変更）する土地の区域 
 
（添付書類） 
１ 計画書 
２ 総括図 
３ 計画図 
４ 都市計画の策定の経緯の概要 
５ その他参考資料 
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イ 進達（地域振興局等） 

Ｃ－８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※関係地域振興局等は，市町村から案の内容となるべき事項の申し出があった際には，内容を審

査のうえ県都市計画課へ進達するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 
都市計画課長 殿 

○○地域振興局建設部長 
 

○○都市計画○○の決定（変更）の申し出について（進達） 
 
 このことについて，別添のとおり○○市（町）から県の定める都市計画の案の内容とな

るべき事項の申し出がありましたので，下記意見を付して進達します。 
記 

１ 都市計画の種類 
２ 都市計画を定める土地の区域 
３ 内容に対する意見 
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（４） 県原案の策定 

県原案は，国土交通省との事前協議及び都市計画法第１６条第１項に規定される公聴会の開催に 

あたっての案となるものです。 

県原案の策定にあたっては，下記により意志決定するものとします。 

 

Ｃ－９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（起案例） 
○○都市計画○○の決定（変更）について（伺い） 

 
 このことについて，都市計画法第１５条の２第１項の規定に基づき○○市（町）より県

の定める都市計画の案の内容となるべき事項の申し出があったため，申し出の内容を踏ま

えた上で，別案を県原案としてよろしいか。 
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（５） 都市計画の決定等の事前協議 

事前協議手続きは，都道府県にその実施が義務づけられるものではなく，都市計画の事務処理を

円滑に進めるため，都道府県の判断により「必要に応じて任意」に行うものです。 

 

 事前協議 

法第１８条第３項に規定される国土交通大臣の同意が必要な都市計画についてのみ 

Ｃ－１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都計第       号 
令和  年  月  日 

国土交通省九州地方整備局長 殿 
鹿児島県           
上記代表者 鹿児島県知事 印 

 
○○都市計画○○の決定（変更）について（事前協議） 

 
 標記について，都市計画法第１８条第３項（第２１条第２項の規定において準用する同

法第１８条第３項）の同意を得る予定ですが，都市計画決定事務を円滑に処理するため必

要がありますので，あらかじめ国土交通省の意見を伺います。 
 この場合において，当該意見を得る際に必要となる国の関係行政機関の長への協議又は

意見聴取については，国土交通省においてこれを行い意見をとりまとめた上で回答される

ようお願いします。 
 なお，国土交通省の回答については，都市計画決定事務を円滑に処理する必要がありま

すので文章にて行われるようお願いします。 
 

記 
１ 計画書 
２ 総括図 
３ 計画図 
４ 都市計画の策定の経緯の概要 
５ その他参考資料 
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（６） 公聴会の開催等 

ア 公聴会 

公聴会は，都市計画法第１６条第１項の規定に基づき，県において開催するものです。 

 

（ア） 開催の決定 

Ｃ－１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 開催の公告等 

Ｃ－１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（起案例） 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する公聴会の開催について（伺い） 

 

 下記の都市計画の案について，都市計画法第１６条第１項の規定により，地域住民の

意見を聴取するため，下記のとおり公聴会を開催してよろしいか。 

 

記 

１ ○○都市計画○○ 

２ 日時，場所 

（起案内容） 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する公聴会の開催について（伺い） 

 

 下記の都市計画の案に関する都市計画の案に係る公聴会について，「案の１」により

公告し，「案の２」により関係市町長に図書の閲覧を依頼し，「案の３」により閲覧及び

公告の掲示を依頼してよろしいか。 

記 

１ ○○都市計画○○ 

２ 日時，場所 
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Ｃ－１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「案の１」 

鹿児島県告示    号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条第１項の規定により，次のとおり公

聴会を開催する。 

 令和  年  月  日 

               

 鹿児島県知事 ○○ ○○ 

１ 日時 令和  年  月  日（ ）午前（午後）○時から 

２ 場所 ○○○○ 

３ 公聴会において意見を聞こうとする都市計画の案の概要 

  ○○都市計画○○ 

  （次のとおり） 

４ 公述の申し出 

（１） 公聴会に出席して意見を述べようとする者は，公述申出書（別記様式）を令和  

年  月  日までに，鹿児島県土木部都市計画課（鹿児島市鴨池新町１０番１号郵

便番号 890-8577）に到着するように提出すること。 

   なお，公述申出書の様式は，鹿児島県土木部都市計画課のホームページ（http://  ）

から取得することができる。 

（２）知事は，公述申出書を提出した者のうちから公聴会において意見を述べる者を選定

して，その者に通知する。 

５ 公聴会の開催の中止 

  ４の（１）の公述申出書の提出がなかった場合には，公聴会の開催を中止する。 

６ 関係図書の縦覧場所及び公聴会に関する問い合わせ先 

  鹿児島県土木部都市計画課（電話番号） 

  関係する県の出先機関名（電話番号） 

  関係する市町村○○課（電話番号） 
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10・2 区域区分制度の手続 

 

Ｃ－１４ 

 

 

Ｃ－１５ 

 

（参考例） 

別記様式 

公  述  申  出  書 

鹿児島県知事 ○○ ○○ 殿 

 私は，  年  月  日に開催される○○都市計画○○の決定（変更）に関する公聴会におい

て，下記の意見の要旨及びその理由のとおり公述したいので申し出ます。 

令和  年  月  日 

郵便番号 

住  所             電話番号 

氏  名              

年  齢 

職  業 

意見の要旨及びその理由（別紙） 

「案の２」 

都計第       号 

令和  年  月  日 

 

 ○○市（町）長 殿 

           

 鹿児島県知事 印 

 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する公聴会の開催について（通知） 

 

 このことについて，住民の意見を聴するために下記により公聴会を開催しますので，別記の

開催公告を貴市（町）の掲示板等の掲示され，また，関係図書を住民の閲覧に供されるようお

願いします。 

記 

１ 日時 

２ 場所 

３ 関係図書 
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10・2 区域区分制度の手続 

Ｃ－１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「案の３」 

令和  年  月  日 

県の出先機関の長 殿 

都市計画課長 

 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する公聴会の開催について（通知） 

 

 このことについて，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条第１項及び鹿児島県都

市計画公聴会規則（昭和４５年規則第９号）第３条の規定により，下記の都市計画区域における

都市計画○○の決定（変更）に関する公聴会を別添公告の写しのとおり開催しますので，貴事務

所の掲示板等に掲示してください。 

記 

対象区域 ○○都市計画区域 
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10・2 区域区分制度の手続 

（ウ） 公聴会での意見に対する意見照会 

公聴会開催後は，意見の要旨をとりまとめのうえ，意見に対する市町村及び関係地域振興局 

の見解を意見照会します。 

また，事業者がある都市計画については，事業者にも意見照会します。 

Ｃ－１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ－１８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都計第       号 

令和  年  月  日 

○○市（町）長 殿 

鹿児島県土木部都市計画課長  

 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する公聴会における 

公述に対する見解について（照会） 

 

 このことについて，令和  年  月  日に公聴会を開催したところ，別紙のとお

り公述がありました。 

つきましては，令和  年  月  日（ ）までに，この公述に対する貴市（町）

の見解を提出くださるようお願いします。 

令和  年  月  日 

出先機関の長 殿（各通） 

都市計画課長  

 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する公聴会における 

公述に対する見解について（照会） 

 

 このことについて，令和  年  月  日に公聴会を開催したところ，別紙のとお

り公述がありました。 

つきましては，令和  年  月  日（ ）までに，この公述に対する貴事務所の

見解を提出くださるようお願いします。 
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10・2 区域区分制度の手続 

 

Ｃ－１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ） 見解に対する意見照会 

 市町村，地域振興局等及び事業者の見解をとりまとめたうえで見解を作成することとなりますが，

必要に応じて県庁内各課へ見解の内容について照会します。 

Ｃ－２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都計第       号 

令和  年  月  日 

事業者の長 殿 

鹿児島県土木部都市計画課長 印 

 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する公聴会における 

公述に対する見解について（照会） 

 

 このことについて，令和  年  月  日に公聴会を開催したところ，別紙のとおり

公述がありました。 

つきましては，令和  年  月  日（ ）までに，この公述に対する事業者の見解

を提出くださるようお願いします。 

令和  年  月  日 

関係課長 殿 

都市計画課長  

 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する公聴会における 

公述に対する見解について（照会） 

 

 このことについて，令和  年  月  日に公聴会を開催したところ，別紙のとおり

公述があり，○○市（町），○○地域振興局及び○○（事業者名）に照会のうえ見解（案）

をとりまとめました。 

つきましては，貴課の所管する事務に照らし，令和  年  月  日（ ）までに，

見解に対する貴課の意見を提出下さるようお願いします。 
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10・2 区域区分制度の手続 

（７） 案の縦覧に供する県案の策定 

県案は，都市計画法第１７条第１項の規定に基づく縦覧に供する都市計画の案となるもの 

です。 

県案の策定にあたっては，下記により意志決定するものとします。 

 

Ｃ－２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（起案例） 

○○都市計画○○の決定（変更）について（伺い） 

 

（ケース１：公聴会が中止となった場合） 

 このことについて，都市計画法第１６条第１項及び鹿児島県都市計画公聴会規則の規

定に基づき公聴会を公告したところ，意見発表者がいなかったため，別添県原案を都市

計画法第１７条第１項に規定される縦覧に供する県案としてよろしいか。 

 

（ケース２：公聴会を開催した結果，案を修正しない場合） 

 このことについて，都市計画法第１６条第１項及び鹿児島県都市計画公聴会規則の規

定に基づき公聴会を開催したところ，○○人の公述があり，意見について関係機関との

協議を行い検討した結果，別案を県の見解としてよろしいか。 

また，別添県原案を都市計画法第１７条第１項に規定される縦覧に供する県案として

よろしいか併せて伺います。 

 

（ケース３：公聴会を開催した結果，案を修正する場合） 

 このことについて，都市計画法第１６条第１項及び鹿児島県都市計画公聴会規則の規

定に基づき公聴会を開催したところ，○○人の公述があり，意見について関係機関との

協議を行い検討した結果，別案を県の見解としてよろしいか。 

また，検討の結果，県原案を見直すこととし，別添を都市計画法第１７条第１項に規

定される縦覧に供する県案としてよろしいか。 
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10・2 区域区分制度の手続 

（８） 案の縦覧及び市町村への意見聴取 

案の縦覧は，都市計画法第１７条第１項に規定に基づき行うものです。 

また，意見聴取は，都市計画法第１８条第１項の規定に基づき関係する市町村の意見を聴取

するものです。 

 

ア 縦覧及び意見聴取 

Ｃ－２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ－２３ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ－２４ 

Ｃ－２４ 

Ｃ－２４ 

（起案例） 

○○都市計画○○の決定（変更）の縦覧について（伺い） 

 

 ○○都市計画○○の決定（変更）に係る都市計画法第１７条第１項の規定に基づく案の

縦覧について，「案の１」により公告し，「案の２」により公衆の縦覧に供し，「案の３」

及び「案の４」により○○市（町）長及び○○事務所長に案の縦覧を依頼し，「案の５」

により○○市（町）に意見を求め，「案の６」により○○事務所に○○市（町）の意見の

提出について依頼してよろしいか併せて伺います。 

「案の１」 

鹿児島県告示    号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項（第２１条第２項の規定にお

いて準用する同法第１８条第１項）の規定により都市計画を決定（変更）したいので，同

法第１７条第１項（第２１以上第２項の規定において準用する同法第１７条第１項）の規

定により当該都市計画の案を次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 令和  年  月  日 

 

 鹿児島県知事 ○○ ○○ 

１ 都市計画の種類（及び名称） 

２ 都市計画を定める（変更した）土地の区域 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

   鹿児島県土木部都市計画課及び○○地域振興局建設部並びに○○町○○課 

４ 縦覧期間及び時間 

 令和  年  月  日から令和  年  月  日までのそれぞれの日（県の休

日を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分まで 
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10・2 区域区分制度の手続 

                                                                         C-２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「案の２」 

○○都市計画○○に関する縦覧のお知らせ 

 

鹿児島県では，下記のとおり「○○都市計画○○」の都市計画（案）の縦覧を行います。 

 縦覧いたします都市計画（案）につきましては，関係住民及び利害関係のある方は，縦

覧期間中に鹿児島県に意見書を提出することができます。 

 

記 

１ 都市計画を定める土地の区域 

２ 都市計画案の縦覧場所，縦覧期間及び縦覧時間 

３ 意見書を提出される方は，意見書に氏名，住所（法人にあっては，名称及び主たる事

務所の所在地）並びに意見の要旨及びその理由を記載してください。 

また，住所又は主たる事務所の所在地が〇〇市でない場合には，当該都市計画の案に

対して有する利害関係の内容についても記載の上，令和  年  月  日（ ）まで

に知事あてとして県都市計画課（〒８９０－８５７７ 鹿児島市鴨池新町１０番１号）

まで直接持参（午後５時 15 分まで），郵送，電子申請，メール，FAX などで提出してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

鹿児島県知事 ○○ ○○ 

お問い合わせ先 

 鹿児島県土木部都市計画課 （電話番号） 

 ○○地域振興局（または支庁）建設部   （電話番号） 

 ○○市（町）○○課    （電話番号） 
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10・2 区域区分制度の手続 

Ｃ－２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ－２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「案の３」 

都計第       号 

令和  年  月  日 

○○市（町）長 殿 

鹿児島県土木部都市計画課長  

 

○○都市計画○○の決定（変更）の案の縦覧について（依頼） 

 

 このことについて，下記により計画案について公衆の縦覧に供することとしたのでよろしくお

願いします。 

記 

１ 都市計画の種類 

２ 縦覧期間及び時間 

３ 縦覧場所 

「案の４」 

令和  年  月  日 

出先機関の長 殿 

都市計画課長  

 

○○都市計画○○の決定（変更）の案の縦覧について（依頼） 

 

 このことについて，下記により計画案について公衆の縦覧に供することとしたのでよろしくお

願いします。 

記 

１ 都市計画の種類 

２ 縦覧期間及び時間 

３ 縦覧場所 
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10・2 区域区分制度の手続 

Ｃ－２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 市町村の回答は，案に対する意見書を踏まえたうえで回答することとします。 

※ 縦覧者名簿及び掲示状況写真もあわせて送付するものとします。 

 

Ｃ－２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「案の５」 

番         号 

令和  年  月  日 

○○市（町）長 殿 

                 

 鹿児島県知事 ○○○○ 印  

 

○○都市計画○○の決定（変更）の案に係る意見について（依頼） 

 

 下記の都市計画の案について，都市計画法第１８条第１項（都市計画法第２１条第２項におい

て準用する同法第１８条第１項）の規定により，貴市（町）の意見を求めます。 

なお，意見については，○○地域振興局（または支庁）建設部を経由して提出してください。 

「案の６」 

令和  年  月  日 

出先機関の長 殿 

都市計画課長  

 

○○都市計画○○の決定（変更）の案に係る意見について（依頼） 

 

 このことについて，別紙写しのとおり○○市（町）に意見を求めましたので，意見の取り扱

いについてよろしくお願いします。 
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10・2 区域区分制度の手続 

イ 進達（地域振興局等） 

Ｃ－２９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※関係地域振興局等は，市町村から意見聴取に対する回答があった際には，県都市計画課へ進

達するものとします。 

※縦覧者名簿及び掲示状況写真についても，各地域振興局等及び関係市町村分をとりまとめのう

え，あわせて送付するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

都市計画課長 殿 

○○地域振興局建設部長 

 

○○都市計画○○の決定（変更）の案に係る意見について（進達） 

 

 このことについて，別添のとおり○○市（町）から別紙のとおり意見聴取に対する回答があり

ましたので進達します。 
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10・2 区域区分制度の手続 

（９） 案の縦覧に際して提出された意見書への対応 

意見書が提出された場合は，公聴会における公聴会意見に対する対応に準じて，意見書に

対する見解を作成することとします。 

 

ア 意見書に対する意見照会 

意見書が提出された際は，意見の要旨をとりまとめのうえ，意見に対する市町村及び関係地域 

振興局等の見解を意見照会します。 

また，事業者がある都市計画については，事業者にも意見照会します。 

Ｃ－３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本意見照会は，都市計画法第１８条第１項の規定に基づく市町村への意見照会とは異なる。 

 

Ｃ－３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都計第       号 

令和  年  月  日 

○○市（町）長 殿 

鹿児島県土木部都市計画課長  

 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する意見書に対する見解について（照会） 

 

 このことについて，都市計画法第１７条第２項の規定に基づき意見書が提出されました。 

つきましては，令和  年  月  日（ ）までに，この意見書に対する貴市（町）

の見解を提出くださるようお願いします。 

令和  年  月  日 

出先機関の長 殿（各通） 

都市計画課長  

 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する意見書に対する見解について（照会） 

 

 このことについて，都市計画法第１７条第２項の規定に基づき意見書が提出されました。 

つきましては，令和  年  月  日（ ）までに，この意見書に対する貴事務所の

見解を提出くださるようお願いします。 
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10・2 区域区分制度の手続 

 

Ｃ－３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 見解に対する意見照会 

市町村，地域振興局等及び事業者の見解をとりまとめたうえで見解を作成することとなります 

が，必要に応じて県庁内各課へ見解の内容について照会します。 

Ｃ－３３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都計第       号 

令和  年  月  日 

事業者の長 殿 

鹿児島県土木部都市計画課長 印 

 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する意見書に対する見解について（照会） 

 

 このことについて，都市計画法第１７条第２項の規定に基づき意見書が提出されました。 

つきましては，令和  年  月  日（ ）までに，この公述に対する事業者の見解を提出

くださるようお願いします。 

令和  年  月  日 

関係課長 殿 

都市計画課長  

 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する意見書に対する見解について（照会） 

 

 このことについて，都市計画法第１７条第２項の規定に基づき意見書が提出され，○○市（町），

○○土木事務所及び○○（事業者名）に照会のうえ見解（案）をとりまとめました。 

つきましては，貴課の所管する事務に照らし，令和  年  月  日（ ）までに，見解に

対する貴課の意見を提出くださるようお願いします。 
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10・2 区域区分制度の手続 

（１０） 県都市計画審議会に付議する県案の策定 

県案は，都市計画法第１８条第１項の規定に基づく県都市計画審議会へ付議する都市計

画の案となるものです。 

県案の策定にあたっては，下記により意志決定するものとします。 

 

Ｃ－３４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（起案例） 

○○都市計画○○の決定（変更）について（伺い） 

 

（ケース１：意見書の提出がない場合） 

 このことについて，都市計画法第１７条第１項の規定に基づき案を縦覧に供したところ，同法

第１７条第２項の規定に基づく意見書の提出がなかったことから，縦覧に供した別添県案を県都

市計画審議会に付議する県案としてよろしいか。 

 

（ケース２：意見書の提出があり，検討の結果，案を修正しない場合） 

 このことについて，都市計画法第１７条第１項の規定に基づき案を縦覧に供したところ，同法

第１７条第２項の規定に基づく○○通の意見書の提出があり，意見について関係機関との協議を

行い検討した結果，別案を県の見解としてよろしいか。 

また，検討の結果，縦覧に供した別添県案を県都市計画審議会に付議する県案としてよろしい

か併せて伺います。 

 

（ケース３：意見書の提出があり，検討の結果，案を修正する場合） 

 このことについて，都市計画法第１７条第１項の規定に基づき案を縦覧に供したところ，同法

第１７条第２項の規定に基づく○○通の意見書の提出があり，意見について関係機関との協議を

行い検討した結果，別案を県の見解としてよろしいか。 

また，検討の結果，縦覧に供した県案を見直すこととし，別添を県都市計画審議会に付議する

県案としてよろしいか併せて伺います。 
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10・2 区域区分制度の手続 

（１１） 都市計画審議会への付議 

都市計画審議会への付議は，都市計画法第１８条第１項の規定に基づき行うものです。 

 

Ｃ－３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都計第       号 

令和  年  月  日 

鹿児島県都市計画審議会 

会長 ○○ ○○ 殿 

                 

 鹿児島県知事 ○○○○ 印  

 

○○都市計画○○の決定（変更）について（付議） 

 

 このことについて，都市計画法第１８条第１項（都市計画法第２１条第２項において準用する

同法第１８条第１項）の規定により，貴審議会へ付議します。 

なお，同法第１８条第１項（都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項）

に規定する○○市（町）の意見は下記のとおりで，同法第１７条第２項の規定に基づく意見書は

提出されませんでした（○件提出されました）。 

 

記 

○○市（町）の意見 
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10・2 区域区分制度の手続 

（１２） 都市計画の同意協議の申し出 

法第１８条第３項に規定される国土交通大臣の同意が必要な都市計画についてのみ 

ア 協議申出 

Ｃ－３６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※計画書・総括図・計画図については事前協議時と内容が同一の場合は省略しても差し支えあり

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都計第       号 

令和  年  月  日 

国土交通省九州地方整備局長 殿 

           

鹿児島県           
上記代表者 鹿児島県知事 印 

 

○○都市計画○○の決定（変更）について（協議） 

 

 標記について，都市計画法第１８条第３項（第２１条第２項の規定において準用する同法

第１８条第３項）の規定により，協議を申し出ます。 

 

（添付書類） 

１ 計画書 

２ 総括図 

３ 計画図 

４ 鹿児島県都市計画審議会の答申の写し 

５ 都市計画の策定の経緯の概要 

６ その他参考資料 
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10・2 区域区分制度の手続 

イ 添付図書の変更がない旨を証明する文書 

同意協議を行う際，事前協議時と内容が同一である場合は，下記の文書を添付するものとし 

ます。 

事前協議時と内容が異なる場合は，再縦覧等の手続きのやり直しを含め個別に検討します。 

Ｃ－３７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都計第       号 

令和  年  月  日 

国土交通省九州地方整備局長 殿 

           

鹿児島県           
上記代表者 鹿児島県知事 印 

 

 

○○都市計画○○の決定（変更）の協議申出に係る添付書類について 

 

 令和  年  月  日付け第    号の申請に係る計画書，総括図及び計画図は，

令和  年  月  日付け第   号で申請を行った事前協議の際に提出した図書と

変更がないことを証明します。 
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10・2 区域区分制度の手続 

（１３） 告示，図書の写しの送付及び決定図書の縦覧 

告示及び図書の写しの送付は都市計画法第２０条第１項の規定（法第２１条第２項の規定

に基づき準用する法第２０条第１項の規定）に基づき行うものです。 

また，決定図書の縦覧は都市計画法第２０条第２項の規定（法第２１条第２項の規定に基づ

き準用する法第２０条第２項の規定）に基づき行うものです。 

Ｃ－３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ－３９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（起案例） 

○○都市計画○○の決定（変更）について（伺い） 

 

 このことについて，別紙のとおり令和  年  月  日付で国土交通省九州地方整備

局長の同意を受けたので，都市計画法第１８条第１項（都市計画法第２１条第２項におい

て準用する同法第１８条第１項）の規定により，当該都市計画を決定（変更）してよろし

いか。 

 なお，決裁のうえは，「案の１」により告示し，「案の２」により○○市（町）長へ，「案

の３」により国土交通省九州地方整備局長へそれぞれ図書の写しを送付し，「案の４」に

より○○事務所長へ通知してよろしいか併せて伺います。 

「案の１」 

鹿児島県告示    号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項（第２１条第２項において準

用する同法第１８条第１項）の規定により、次の都市計画を決定（変更）した。 

なお，当該都市計画の図書を同法第２０条第２項（同法第２１条第２項において準用す

る同法第２０条第２項）の規定により，鹿児島県土木部都市計画課において公衆の縦覧に

供する。 

 令和  年  月  日 

               

 鹿児島県知事 ○○ ○○ 

１ 都市計画の種類及び名称（名称を定めない場合は名称は不要） 

２ 都市計画を定めた（変更した）土地の区域 
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10・2 区域区分制度の手続 

 

Ｃ－４０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ－４１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「案の３」 
都計第       号 
令和  年  月  日 

国土交通省九州地方整備局長 殿 
           

 鹿児島県知事 印 
 

○○都市計画○○の決定（変更）の図書の写しについて（送付） 
 
 下記の都市計画については，都市計画法第１８条第１項（都市計画法第２１条第２項の規

定において準用する同法第１８条第１項）の規定により変更したので，同法第２０条第１項

の規定（同法第２１条第２項の規定おいて準用する同法第２０条第１項の規定）により，同

法第１４条第１項に規定する図書の写しを送付します。 
記 

１ 都市計画の種類 
２ 都市計画の名称（名称を定めない場合は不要） 

「案の２」 

都計第       号 

令和  年  月  日 

○○市（町）長 殿 

           

 鹿児島県知事 印 

 

○○都市計画○○の決定（変更）の図書の写しについて（送付） 

 

 ○○都市計画○○について，都市計画法第２０条第１項（第２１条第２項の規定において

準用する同法第２０条第１項）の規定により，鹿児島県告示第   号で決定（変更）の告

示をしたので，その図書の写しを送付します。 

 ついては，都市計画法第２０条第２項及び都市計画法施行規則第１２条の規定により，当

該図書の写しを公衆の縦覧に供するとともに，縦覧場所を公報その他の手段により公告して

ください。 
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10・2 区域区分制度の手続 

 

Ｃ－４２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「案の４」 

令和  年  月  日 

出先機関の長 殿 

土木部長    

 

○○都市計画○○の決定（変更）について（通知） 

 

 下記の都市計画については，令和  年  月  日鹿児島県告示第   号で変更し

たので通知します。 

記 

１ 都市計画の種類 

２ 都市計画の名称（名称を定めない場合は不要） 
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10・2 区域区分制度の手続 

３ 都市計画図書の構成 

都市計画の図書は，都市計画法第１４条の規定に基づく同法施行規則第 9 条に掲げる都市計画につ

いて定められている法定図書とそれ以外の図書である参考図書で，構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※都市計画図書は，電子データでも提出してください。 

番号 名    称 図書の別 

 0 都市計画決定（変更）の概要書 参考 

１ 計画書 法定 

2 理由書 法定 

3 総括図 法定 

4 計画図 法定 

5 参考図書 参考 
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10・2 区域区分制度の手続 

４ 計画書等の様式及び作成要領 

(０） 都市計画決定（変更）の概要書 

 ①概要 

○○都市計画 ○○○の決定（変更）の概要 ※レイアウトの変更は適宜行って下さい。

１ これまで経緯

２ 変更理由

３ 変更概要

○○地区

○○地区

○○地区

４ 概要図 ※図は大きく，また文字が判別できるようにすること。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
■■■（△△ha） → ▲▲▲（□□□ha）

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
■■■（△△ha） → ▲▲▲（□□□ha）

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
■■■（△△ha） → ▲▲▲（□□□ha）

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□

５ 都市計画決定（変更）スケジュール

 

②新旧対照図 

○○都市計画 ○○○の決定（変更） 新旧対照図

【現 行】 【変更後】
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10・2 区域区分制度の手続 

（１） 計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 

区分 

○○年 

（基準年） 

○○年 

（基準年の１０年後） 

都市計画区域内人口        千人        千人 

 市街化区域内人口        千人        千人 

 配分する人口         千人 

 保留する人口         千人 

 （特定保留）         千人 

（一般保留）         千人 

 

１．市街化区域と市街化調整区域との区分 

  （計画図表示の通り） 

 

２．人口フレーム 

 

 

３．変更理由 

 

 

・ 新旧対照表 

（１） 都市計画区域の範囲 

（２） 市街化区域及び市街化調整区域の規模 
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10・2 区域区分制度の手続 

（２） 参考図書一覧 

 

    

項目 区域区分 ﾁｪｯｸ 番号 区域区分 

1変更対照表  S-A-2 

2策定の経緯の概要  S-経緯 

3整備・開発及び保全の方針  S-整開保 

4都市計画の履歴調書  S-履歴 

5都市計画の現況写真  S-写真 

6関係機関との協議  S-協議 

7総括表  S-線引 

8計画図付図  S-線引 

9市街地整序の方針図  S-線引 

10想定用途地域図  S-線引  

11土地利用計画図  S-線引  

12市街化区域等設定調書  S-線引  

13環境省提出資料  S-線引  

14道路部資料  S-線引  
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10・2 区域区分制度の手続 

変更対照表 様式 

 

S-A-2 区域区分 

新旧対照表 

（１） 都市計画区域の範囲 

単位：ｈａ 

市町名 変更前 変更後 備考 

○○市 ○ha   

 

（２）   市街化区域及び市街化調整区域の規模 

単位：ｈａ 

  区分 

市町名 

市街化区域 市街化調整区域 備考 

変更前 変更後 増減 変更前 変更後 増減 

○○市 ○ha       
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10・2 区域区分制度の手続 

S-経緯 

 (書式例) 

 

１．関係機関との協議 

市（町）○○課      令和  年  月 日 

市（町）△△課      令和  年  月 日 

     県 ○○地域振興局       令和  年  月  日 

     県 都市計画課          令和  年  月  日 

     県 道路建設課          令和  年  月  日 

     県 道路維持課          令和  年  月  日 

県 農村振興課          令和  年  月  日 

     国土交通省九州地方整備局  令和  年  月  日 

     農林水産省九州農政局     令和  年  月  日 

 

２．説明会等の開催 

     日 時        令和  年  月  日  

     場 所 

     出席者        約     名 

 

３．案の公告及び縦覧等 

     案の公告       令和  年  月  日 

     縦覧期間     自 令和  年  月  日 

                至 令和  年  月  日 

     縦覧場所     県都市計画課 ○○地域振興局（または支庁）建設部 

                ○○市（町）建設課 

     意見書の提出 

     意見書の要旨 

 

４．○○市（町）都市計画審議会への付議 

開催年月日            令和  年  月  日 

答申年月日            令和  年  月  日 

     答申の内容 

 

 

５. ○○市（町）の意見 

     令和  年  月  日付けで，異議のない旨の回答を得ている。 

 

６．鹿児島県都市計画審議会 

開催年月日           令和  年  月  日 

答申年月日           令和  年  月  日 

答申の内容 
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10・2 区域区分制度の手続 

S-経緯 策定の経緯の概要・・・・・・・・・・・・・・九州地方整備局協議の際に添付 

 

都市計画策定の経緯の概要 

○○都市計画 市街化区域と市街化調整区域との区分の決定（変更）  

 

 

    事    項 

 

     時     期 

 

   備   考 

 

 説 明 会 

 

 令和  年  月  日 

 

 

 九州地方整備局長事前協議 

 

 令和  年  月  日 

 

 

 計画案の縦覧 

 

 令和  年  月  日から 

令和  年  月  日まで 

 

 

 市町村の意見聴取 

 

 令和  年  月  日 

 

 

 鹿児島県都市計画審議会 

 

 令和  年  月  日 

 

 

 国土交通大臣同意 

 

 令和  年  月  日 

 

 

 決定告示 

 

 令和  年  月  日 
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10・2 区域区分制度の手続 

S-履歴   都市計画の履歴調書 

 

（作成例）              都市計画の履歴調書 

都市計画の種類及び

名称 
種類  ○○都市計画 市街化区域と市街化調整区域との区分の変更 

市 町 村 名 ○○市・町・村 

告示年月日 
面積[約 ha] 

変更の内容 
都市計画区域 市街化区域 市街化調整区域 

 年 月 日 

（当初） 
〇〇 〇〇 〇〇  

 年 月 日 

（第〇回定期見直し） 
    

 年 月 日 

（第〇回定期見直し） 
    

 年 月 日 

（随時見直し） 
    

 年 月 日 

（第〇回定期見直し） 
    

 年 月 日 

（最終） 
    

 

注１）「主な事項」の欄には都市計画で定める事項などを記載します。 

注２）「変更の内容」の欄には，作成例を参考のうえ，簡潔に記述します。
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10・2 区域区分制度の手続 

S-協議 

   関係機関協議 

 県庁関係各課協議の他，例えば以下の協議先が考えられます。 

 案件によって適宜，協議が必要な関係機関に協議することとなります。 

(例) 

 警察署又は 

公安委員会 

国道事務所 

河川事務所 

国道 

一級河川 

地域振興局 

国道・県道 

河川 

砂防 

港湾・漁港 

市町村 

市町村道 

河川 

港湾・漁港 

保健所 その他 

区域区分  ○ ○ ○  農政部局 

ＮＥＸＣＯ等 

 

県庁内各課協議 

※ 案件によって協議が必要な関係各課と協議します。この他にも，必要な関係課と協議します。 

 

都市計画課  都市計画全般 

生活排水対策室 下水道等に関する調整 

道路建設課  県管理国道，県道等に関する調整 

道路維持課  県管理国道，県道，市町村道に関する調整 

河川課    県管理河川の渡河，管理等に関する調整 

砂防課    砂防指定地，急傾斜地崩壊危険区域等に関する調整 

建築課    用途，地区計画，その他の処理施設，開発に関する調整 

港湾空港課  臨港地区等に関する調整 

交通政策課  交通結節点，ターミナル，都市高速鉄道等に関する調整 

環境林務課  各種整備事業，環境影響評価準備書に関する調整 

廃棄物・リサイクル対策課  廃棄物等に関する調整 

自然保護課  自然公園区域等に関する調整 

環境保全課  環境基準などに関する調整 

森林経営課  造林事業等に関する調整 

かごしま材振興課  林道事業等に関する調整 

森づくり推進課  保安林，森林開発許可等に関する調整 

農政課    各種整備事業等に関する調整 

農地整備課  事業計画・ほ場整備事業，補助金返還等に関する調整 

農地保全課  農地整備事業等に関する調整 

農村振興課  農用地区域等に関する調整 

畜産課    畜産事業に等に関する調整 

文化財課   文化財に関する調整 
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10・2 区域区分制度の手続 

  

S-線引  区域区分 

総括表 

○○都市計画区域区分の変更 

総 括 表 

1. 基本方針 

区域区分に関する基本方針を記載します。 

 見直しの基準 

(1) 市街化区域への編入対象区域 

① ・・・ 

② ・・・ 

(2) 市街化調整区域への編入対象区域 

① ・・・ 

② ・・・ 

 

２．経緯 

 
都市計画区域 市街化区域 市街化調整区域 

都市計画決定 

告示年月日 

当    初 ○○ha ○○ha ○○ha H○.○.○ 

第 1 回定期見直し ○○ha ○○ha ○○ha H○.○.○ 

第○回定期見直し ○○ha ○○ha ○○ha H○.○.○ 

随時見直し ○○ha ○○ha ○○ha H○.○.○ 

第○回定期見直し ○○ha ○○ha ○○ha H○.○.○ 

 

３．変更の内容 

(1) 人口 

 行政区域 都市計画区域 市街化区域 

令和○年 ○○人 ○○人 ○○人 

(2) 面積 

  面  積 備  考 

市 街 化 区 域 ○○ha     

市 街 化 調 整 区 域 ○○ha     
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10・2 区域区分制度の手続 

S-線引  区域区分 

 

４．箇所別調書 

 

図面

番号 

見直し要件

区分番号 

地区名 面積 土地利用 変更理由 

増 減 

       

       

 

計画図付図 

 白地の都市計画図（１／２５，０００）に「今回市街化区域（市街化調整区域）に含める地域」

「特定保留地域」「業務地，商業地，工業地，流通業務地，住宅地」「重点的に整備する道路」

「整備済み道路」「都市計画公園」「保全すべき緑地・自然公園・風致地区」等を落としたもの

（色分け） 

 

市街地整序の方針図 

 白地の都市計画図（１／２５，０００）に「ＤＩＤ地区（当初と直近）の線」「５ｈａ以上の集団未利

用地」「区画整理又は開発行為地区」「地区計画策定地区」「逆線引き予定地区」「都市計画道

路完成・着工部」「農振農用地」を落としたもの 

 

想定用途地域図（A4 又は A3 版） 

   計画図に用途の色を付けたもの 

 

土地利用計画図（A4 又は A3 版） 

   計画図に住・工・商の色分けと，区画道路・歩専道，公園等を落としたもの 

 

市街化区域等設定調書 

農政局提出用「区域区分設定調書」を添付 
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10・2 区域区分制度の手続 

S-線引  区域区分 

環境省提出資料 

 

１ 都市計画担当部局と環境担当部局との意見照会及びその対応経緯 

 ・ ○○都市計画市街化区域及び市街化調整区域の決定（変更）素案に関し，環境担当部局からの意

見及びその対応経緯は以下のとおり。 

 

 市町村名 

 

  番号 

 

  地区名 

 

  環境担当部局の意見 

 

  対応経緯 

     

 

２ 環境保全上の観点からの検討資料 

 イ） 都市計画区域と公害防止計画策定地域との重複 

・重複しない。 

又は 

・重複する。 

整備，開発及び保全の方針と公害防止計画との適合については別紙○（方針間の適合を示す資

料） 

のとおり。 

 

 ロ） 編入区域と国立・国定公園，都道府県立自然公園（特別地域に限る），自然環境保全地域，都道

府県自然環境保全地域（特別地区に限る），鳥獣保護区特別保護地区及び瀬戸内海自然海浜保

全地区との重複 

・重複しない。 

又は 

・重複する。 

別紙○（位置関係を示す図面（地種区分を含む）及びその理由）のとおり。 

 

 ハ） 大規模開発（住宅地：３００ha 以上，工業地：１００ ha 以上）に関する資料 

・大規模開発がないため該当なし。 

又は 

ⅰ）事業の概要（事業名称，事業種別，事業の内容 

ⅱ）その他必要と判断（判断主体は国土交通省）される環境保全上の検討資料 
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10・2 区域区分制度の手続 

 

 

ニ） 編入区域に相当程度の住居系開発部分がある場合で，計画中，工事中又は供用中の高速自

動車国道，自動車専用道路，４車線以上の一般国道又は新幹線鉄道を包含する若しくは近接して

環境基準の達成に支障を生じるおそれのある場合※の環境基準の維持達成に関する資料 

・編入区域に相当程度の住居系開発部分がなく，また，国道等から距離が十分に離れているため

該当なし。 

又は 

ⅰ）道路等の位置図及び断面図 

ⅱ）土地利用の方針 

ⅲ）既存の想定交通 量及び騒音予測値 

 

※「環境基準の達成に支障を生じるおそれのある場合」については，当分の間，下表により運用する

こと 

道路種別 車線数 距離 

自動車専用道路又は４

車線以上の一般国道 

４車線 

～６車線 

～９車線 

１０車線以上 

６０ｍ 

１００ｍ 

１５０ｍ 

２００ｍ 

高速自動車国道 - ２００ｍ 

新幹線鉄道 - ２５０ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ） 編入区域に相当程度の住居系開発部分がある場合で，計画中，工事中又は供用中の空港に近

接して環境基準の達成に支障を生じるおそれのある場合の環境基準の維持達成に関する資料 

・該当なし。 

又は 

ⅰ）空港の位置図 

ⅱ）土地利用の方針 

ⅲ）既存の騒音現況値又は予測値 
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10・2 区域区分制度の手続 

 

 

ヘ） 当該都市計画区域における下水道計画及び一般廃棄物処理計画に関する資料 

・別紙○のとおり。 

 

 

 

※建都市計画区域の整備，開発及び保全の方針（区域マス）並びに区域区分に係る協議の事務手続き（令和３年３月） 
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10・2 区域区分制度の手続 

S-線引  区域区分 

 

道路部資料(道路名称対照表) 

 

 

 

 

 

 

 都市計画道路名に対応する国道等の名称を記載 

 

（主要地方道） （一般地方道）

幅員
(m)

延長
(m)

路線番号

区

分

規

模

一

連

番

号

県　　　　　道
市道

道路名称

国  道
街路名称
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10・2 区域区分制度の手続 

■ 図面の作成について 

１）総括図 ･･･････ 各事業共通 

① 計画決定している地域・地区及び都市施設は原則として，すべて一葉の図面に記載し

ます。 

② 図面縮尺は 1/25,000 以上の地形図とします。 

③ 都市施設については名称，規模を記載します。 

④ 図面については○葉○号を記載します。 

 

凡例 

 

都市計画区域 流通業務地区

市町村界 駐車場整備地区

国道 高度地区

高度利用地区
市街地再開発事業

一般地方道 地区計画

市街化区域 公園　　都市計画公園

第１種低層住居専用地域 都市施設

第２種低層住居専用地域 都市計画道路

第１種中高層住居専用地域 都市下水路

第２種中高層住居専用地域 都市高速道路

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

田園住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

200
60

外壁の後退距離の最低限度 １m
最低敷地規模 165㎡

土地区画整理

土地区画整理整備済み

防火地域

準防火地域

風致地区

緑地保全地区

臨港地区

上段容積率・下段建ペイ率

主要地方道
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総括図作成例 

１．起点，終点を変更前，変更後について記載します。 

２．変更前後の区域を記載します。 

 



１０・２ 区域区分制度の手続  
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２）計画図 

① ［用途地域］ 

1) 図面の縮尺は 1/2,500 以上の平面図とします。 

2) 区域の表示は，赤色（0.4mm）によりふちどりをします。 

3) 用途地域は次の色別で薄く着色し表示するものとします。(総括図凡例参照) 

第１種低層住居専用地域············· 緑色 

第２種低層住居専用地域············· 薄緑色 

第１種中高層住居専用地域··········· 黄緑色 

第２種中高層住居専用地域··········· 薄黄緑色 

第１種住居地域 ···················· 黄色 

第２種住居地域 ···················· 薄橙色 

準住居地域 ························ 橙色 

近隣商業地域 ······················ 桃色 

商業地域 ·························· 赤色 

準工業地域 ························ 紫色 

工業地域 ·························· 水色 

工業専用地域 ······················ 青色 

 

4) 形態に関する規制は直径 1.5cm の円内上段に容積に関する規制内容を，下段に建

ぺい率に関する規制内容を表示します。外壁の後退距離の最低限度や最低敷地面

積が定めている場合は次のように表示します。 

また，同一用途地域内にあって規制内容が異なる場合は，規制内容が同一の区域

を黒の点線で囲みます。 

 

 

 

 

5) 第１種低層住居専用地域及び第２種低層住居専用地域に定める外壁の後退距離１

ｍの区域は赤の点線で，1.5ｍの区域は赤の実線で区域を表示します。 

       6) 大字界及び小字界とその名称を赤色で記載します。 

字には，ふりがなも記載します。 

大字界 太い２点鎖線                     

小字界 細い１点鎖線                

外壁の後退距離の最低限度 
最低敷地面積 

1ｍ 
165㎡ 

200 
 

60 
容積率 
建ぺい率 
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②２－２ ［道路］ 

１） 図面の縮尺は 1/2,500 以上の平面図とします。 

２） 道路等の区域は赤色の実線で囲み起点（  ），終点（  ）で記載し，その中を薄赤

色で着色します。又，中心線についても一点鎖線で表示します。 

３） 道路の名称（番号と路線名）及び車線数，幅員を記載します。 

４） 大字界及び小字界とその名称を赤色で記載します。 

字には，ふりがなも記載します。 

     大字界 太い２点鎖線                     

     小字界 細い１点鎖線                    

５） 変更の場合は変更後の計画線を赤の実線で，変更前の線を黒の破線で記載しま

す。 

６） 起終点の位置表示は変更後を赤，変更前を黒書で記載します。 

７） 延長については，全体延長と幅員毎の延長を記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ［公園，緑地，墓園，汚物処理場等，土地区画整理事業］ 

１） 図面の縮尺は原則として 1/500 以上の平面図とします。 

２） 区域は赤色の実線で囲み，折点には直径３mm の円を付し一連番号をその中に記載

し，その中を薄赤色で着色します。また名称（番号と名称）と面積を記載します。 

３） 図面の余白部にその区域界の種類を次のように表示します。 

      例  ①～⑤ 道路界 
         ⑤～⑦ 筆界 

４） 区域界を筆界で取る所は区域界に接している土地の地番を記載します。 

５） 大字界及び小字界とその名称を赤色で記載します。 

字には，ふりがなも記載します。 

    大字界 太い２点鎖線                     

    小字界 細い１点鎖線                    

６） 変更の場合は変更後の計画線を赤の実線で，変更前の線を黒の破線で記載しま

す。 
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※区画整理事業の場合など広い区域の場合は，1/1000 縮尺の場合もあります。 

※区域が広い場合の着色は，薄く縁取りすることもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ［下水道］ 

１） 図面の縮尺は 1/2,500 以上の平面図とします。 

２） 区域は赤色の実線で囲み，その中を薄赤色で着色します。 

３） 集水面積 1000ha 以上の管渠は赤色で表示し，名称，延長を表示します。また，起終

点を表示します。処理場は赤色で囲み，名称，面積を表示します。 

４） 大字界及び小字界とその名称を赤色で記載します。(字にふりがなを記載) 

     大字界 太い２点鎖線                     

     小字界 細い１点鎖線                    

５） 変更の場合は変更後の計画線を赤の実線で，変更前の線を黒の破線で記載しま

す。 
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３）鹿児島県都市計画審議会用の図面作成要領 

① 図面の大きさは（Ａ３横書き）とします。 

② 用途地域を定めている都市計画区域については，原則として，用途地域の入った図面

とします。 

③ 決定（変更）する都市施設の区域を濃い赤色で囲み中を薄い赤色で着色し，番号，名称，

面積等を記載します。 

④ 主要道路，鉄道，河川等を記載します。（名称，流水方向，至○○等） 

     国道    － 紫色         主要地方道 － 緑色 

     一般県道  － 橙色 

     鉄道    － 黒 （       ）  河川・海  － 水色 

⑤ 道路の場合は既計画決定の路線の番号，名称，延長，幅員も記載します。 

⑥ 公共施設は区域を黒で囲み中を黄色で着色し，名称は黒色で記載します。 

⑦ 都市計画区域界，行政区域界等，その他必要なものは，凡例を記載します。 

⑧ 方位を記載します。 
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４）都市計画の理由書 

 

(理由書 例) 市街化区域及び市街化調整区域の区分の変更 

 

○○都市計画区域については，昭和○○年○月に区域区分に関する都市計画の決定を行っ

ており，その後，昭和○○年○月に第１回の見直し，平成○○年○月に第２回の見直しを行って

きた。 

平成12年の都市計画法の改正により，都市計画区域の整備，開発及び保全の方針（以下「区

域マス」）において，区域区分の有無及び区域区分を定めるときは方針を示すこととなり，平成16

年に策定した本区域の区域マスタープランにおいて，区域区分を定めること及び目標年次にお

ける概ねの人口等の方針を示し，同時に第３回の定期見直しを行ったところである。 

今般，本区域の区域マスタープランに示した目標年次（平成22年）の到来に伴い，都市計画基

礎調査の結果や上位計画の策定等を踏まえた区域区分の見直しを実施するものである。 

 

注１）都市計画法第１７条第１項 

「都道府県又は市町村は，都市計画を決定しようとするときは，あらかじめ，国土交通省令で定める

ところにより，その旨を公告し，当該都市計画の案を，当該都市計画を決定しようとする理由を記載した

書面を添えて，当該公告の日から２週間公衆の縦覧に供しなければならない。」 

 

注２）（都市計画の案の理由書）都市計画運用指針_国土交通省より 

 「法第１７条第１項では，都市計画の案の公衆への縦覧の際に，都市計画を決定しようとする理由を

記載した書面を添付することとされているが，これは都市計画決定権者としての説明責任を明確にする

とともに，都市計画について住民との合意形成の円滑化を図ることとしたものである。  

 したがって，理由書において，住民が都市計画が決定され，又は変更される理由を十分に理解できる

ようにすることが必要であり，当該都市計画の都市の将来像における位置づけについて説明すること

が望ましい。また，用途地域や都市施設等の具体の配置の理由等について，これらの都市計画が即

地的に決定され，土地利用制限を課するものであることに鑑み，当該都市計画の必要性，位置，区域，

規模等の妥当性についてできるだけわかりやすく説明するべきである。」 

 

注３）都市計画の案の理由書の構成 (当該都市計画の必要性，位置，区域，規模等の妥当性) 

   例えば，次のような流れにより理由書を構成します。 

     これまでの都市計画の経緯 

          ↓ 

     近年の状況の変化 

          ↓ 

     都市計画区域マスタープランでの位置付け 

          ↓ 

     変更する部分の理由及び変更の内容 

注４）具体の都市計画は，都市計画区域マスタープランに即することが必要とされている(都市計画運用指針

Ⅳ－１－２)ことから，理由書に都市計画区域マスタープランでの位置付けを記載します。 


